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湯沢町 DX 推進計画 
兼 湯沢町官民データ活用推進計画 

新潟県湯沢町 
  



 

地域の現状と課題、そして計画の目的 

湯沢町は、平成 17 年 10 月 16 日に観光立町宣言をした観光の町です。上越新幹線・関越自動
車道など高速交通環境や自然環境にも恵まれ、毎年、多くの観光客が国内外から訪れます。特にスノ
ーシーズンは、町の雰囲気が一変し、多様な文化を形成する国際色豊かな町となります。 

近年、本町に居住する外国人は、インバウンド需要の高まりと比例して増加し、スノーシーズンには人
口の約 1 割近くを占めるまでに膨れ上がります。また、関東圏から町に入る県境トンネルを抜けると、中
山間地には稀有な高層マンションが林立し、そこには多くの町外出身者が居住しています。 

また、これまで移住・定住促進施策を積極的に展開してきたことから移住者も増え始め、本町の人口
減少曲線は、ほんのわずかではありますが緩やかになってきています。 

このように町には、多様なコミュニティや文化が存在することから、民間を含め、メリハリのある多様なサ
ービスが求められています。しかしながら、こうしたサービス提供の担い手となる生産労働人口は、他地域
と同様、確実に減少傾向にあり、役場を含め地域全体の人材不足が深刻な課題となっています。 

国は、この打開策の一つとして、デジタル技術の活用によるデジタルトランスフォーメーション（DX）に
よって、人材不足を補う地域社会変革への取り組みに対し、様々な支援策を講じています。 

ただし、小規模自治体である本町においては、こうした国等の支援策を活用し、地域社会の変革を
目指していくことが肝要と考えますが、財政的な観点からすると、費用対効果を見極め、真に効果のある
ものを取捨選択していく必要があると考えています。 

本計画は、湯沢町総合計画（以下「総合計画」という。）の個別計画として、地域社会や役場の
DX 化に向け、本町が取り組むべき事項を戦略的に取りまとめたものです。「人は価値ある土地（地域）
に移動する」と言われています。本町は、デジタル技術と民間事業者のノウハウを取捨選択しながら、この
地域の価値を高めていくこととします。 

 
 

 

  

出典:国勢調査 

年齢３区分別人口の推移 

出典：「令和２年までは国勢調査、令和８年以降は人口ビジョンにおける将来展望。なお、令和８年は将来
展望の按分により算出／総合計画」（湯沢町） 

※ 年齢不詳がいるため、各区分の合計と総人口が一致しない場合がある 
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1. 計画の位置づけ 

本計画（第２期）は、総合計画の個別計
画として、その課題に対し、国の「デジタル社会の
実現に向けた重点計画」（令和 7 年 6 月 13
日策定）の取組項目を参考にした上で、自治
体ＤＸと地域社会ＤＸの視点で分野横断的
に、取り組むべき課題の解決策及びその方向性
を取りまとめたものです。 

また、本計画は、官民データ活用推進基本
法第９条（都道府県官民データ活用推進計
画等）第３項に規定する「市町村官民データ
活用推進計画」及び人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律（ＡＩ法）第５
条（地方公共団体の責務）に規定する「自主的な施策」として位置づけるものとします。 

2. 計画期間 

本計画期間は、総合計画の計画期間と合わせ、５年間とします。ただし、実効性があり、かつ、時代
に即した計画としていくため、令和１０年度に計画の見直しを行います。 

R8(2026) R9（2027） R10（2028） R11（2029） R12（2030） 

     

3. 推進体制 

本計画の推進体制は、令和６年６月１日に設置した湯沢町ＤＸ推進本部を最終意思決定機
関とし、その配下に自治体ＤＸ推進委員会及び地域社会ＤＸ推進委員会を設置します。また、必要
に応じて庁内検討委員会を置くこととし、職員や民間事業者（特に準公共分野）へのヒアリング等を
行うなど、幅広く意見を吸い上げ、役場を含めた地域全体のＤＸ化に取り組んでいくこととします。 

 
※ 部長会議メンバー：湯沢町管理職会議設置要綱第 3 条第 1項に定める職員 

※ ＰＭＯ（プロジェクトマネジメントオフィス：プロジェクト全体の統制や手法の標準化を担う組織）：

事務局を兼ね総務・企画部門の担当課 

解決の方向性検討

解決の方向性提案

最終意思決定
湯沢町ＤＸ推進本部

本部長：町長

本部員：部長会議メンバー*

自治体ＤＸ推進委員会

委員長：総務部門部長

委員：関係課長

庁内検討委員会

職員へのヒアリング等

地域社会ＤＸ推進委員会

委員長：企画部門部長

委員：関係課長

庁内検討委員会

民間へのヒアリング等

湯沢町総合計画後期基本計画

湯沢町ＤＸ推進計画

兼湯沢町官民データ活用推進計画

デジタル社会の実現
に向けた重点計画

湯沢町総合計画後期基本計画 

第２期 湯沢町ＤＸ推進計画 

見直し 

PMO* 

PMO 

PMO 

PMO 

PMO 
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4. 第１期湯沢町ＤＸ推進計画取組事項 

(ア)  町役場業務の改革 

第１期の計画推進に当たっては、今後、少子高齢化・人口減少が進み、行政の人的資源
が益々制約を受ける中で、住民の生活スタイルや多様化するニーズ、或いは複雑化、多様化
する行政課題などに、如何に対応していくかという観点で以下内容に取り組み、その考え方を
整理しました。 

① 窓口改革  

KGI*達成状況:行政手続オンライン利用率 36.6％増／計画目標 3％増達成 
※ ＫＧＩ（Key Goal Indicator）：最高目標達成指標（最終的に目指す数値目標） 

本町の窓口は、総合窓口が既に機能していることから、複数の手続を同時に行うことが
でき、冬期間（外国人住民転入手続等）を除き、混雑する光景を見ることはありません。 

また、コンビニエンスストアで印鑑登録証明書や住民票の写し等の交付が受けられるコン
ビニ交付サービス（本町未導入）がありますが、その導入には財政支援はあるものの、運
用には、毎年相当の費用が必要となります。 

今後の行政手続は、マイナンバー等による添付書類の省略など、個々の手続・サービス
が一貫してデジタルで完結する、いわゆるデジタルファーストに舵が切られています。 

こうしたことから、今後は、行政手続オンラインメニューを拡充していくなど、「行かない窓口」
の実現に向け、力を入れていくこととしました。 

そのほかの取組内容は、以下のとおりです。 

各種手続の簡素化  

 町民等からの行政手続に必要な申請書・届出の実態調査（押印義務づけ見直
し）を全庁的に実施した上で、約４５０様式の押印を廃止（関連例規等改
正:条例２件／令和 6 年度 3 月議会、規則１１件、要綱２６件、規程４件） 

 印鑑登録証明書の交付は、現行条例では印鑑登録証の提示が必須となります
が、これをマイナンバーカードの提示で交付可能になるよう条例改正を検討 

 マイナンバー独自利用事務条例化／令和 7 年度 3 月議会 

 外国人の各種手続の待ち時間短縮に向け、コミュニケーションツールを試行活用 

オンライン手続の拡充  

 職員ワーキング等の検討結果に基づき、オンライン手続サービスを拡充（固定資
産税納付書送付先変更届、住民健診・予防接種の予約、講座・教室等の申込
等） 

 上下水道料金等、eL-TAX を活用した公金収納を検討 

オンライン窓口によるオムニチャネル化* 

 湯沢町ホームページの便利なサービスにオンライン申請のサイトを開設 
※ オムニチャネル化：デジタルツール等を有効に活用し、窓口での対面・非対面対応を適切

に組み合わせ、住民との接点を多様化・充実化 
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② 業務改革(ＢＰＲ*) 

※ BPR（Business Process Re-engineering）：プロセスの観点から業務フローや組織

構造、情報システムなどを再構築 

KGI 達成状況:時間外勤務時間 2.5％増／計画目標 10％削減未達成 

本町は、町民以外のマンション所有者が多く、住民税（家屋敷課税）の課税対象者
数が多いため、町独自のツールを活用して賦課業務を行っています。第１期計画期間では、
税システム標準化に合わせて独自ツールの解消を検討しましたが、業務改革までには至ら
ず継続検討とすることとしました。 

そのほかの取組内容は、以下のとおりです。 

業務標準化  

 「標準化法に基づく標準化業務実態調査」を関連部署に実施した上で、コア業務
（正職員が担う）とノンコア業務（ICT による代替可能）、業務性質による領域
分類を整理（改善策は次期計画期間中に継続検討） 

業務自動化  

 契約管理業務の自動化を検討（継続） 

 介護予防事業の管理業務の自動化を検討（継続） 

③ 働き方改革  

KGI 達成状況:年次有給休暇取得日数 12.1 日／計画目標 11 日達成 

令和６年度に無線ＬＡＮ環境（本庁舎）の整備や令和 7 年度に勤怠管理システ
ムの電子決裁機能を導入し、会議資料や出勤簿等のペーパレス化を開始。また、業務に
生成ＡＩを活用するなど、少しずつですが働き方改革につながる取組を開始しました。 

そのほかの取組内容は、以下のとおりです 

ペーパレス化（電子決裁、電子契約、電子請求等活用）  

 令和８年１０月から財務会計システムの電子決裁機能を導入（予算、歳入、
歳出、歳計外、備品等の管理に係る伝票のペーパレス化） 

業務迅速化（データ分析、ＡＩツール等活用）  

 令和７年８月、湯沢町生成ＡＩ利活用ガイドラインを策定 

 令和７年度、介護保険事業において、各職員が質の高いケアプランを作成できる
ようケアプラン作成に特化した生成ＡＩツールを導入 

 令和７年度、観光分野において人流データ収集分析ツールを導入 

テレワーク環境整備  

 対象者（現場従事、子の看護、親の介護等を必要とする職員）や業務を限定
し、柔軟な働き方が可能なテレワーク環境整備（ルール含む）を検討（継続） 

 クラウドサービスを活用したテレワーク環境整備を検討（継続） 
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(イ)  地域社会のデジタル化 

第 1 期の次期 DX 推進計画策定の検討に当たっては、国のデジタル社会の実現に向けた
重点計画や総合計画の各施策（ＤＸ推進関連）との整合性に留意しました。 

あわせて、「地域社会のデジタル化」によって、本町の経済発展と社会的課題の解決につな
げていくため、総務省「地域社会ＤＸ推進パッケージ事業」計画策定支援メニューを活用し、
第３期湯沢町総合戦略や関係機関（観光・医療・福祉分野等）との調整に努めました。 

① 地域の社会的課題とデジタル技術の実態把握  

国の支援メニューを活用し、地域の社会的課題を洗い出し、掘り下げ、優先順位付けを
した上で、実態把握をし、解決の方向性を探りました。特に、民間事業者との連携が必要
な準公共分野においては、関係機関へのヒアリングを繰り返し行い、詳細の把握に努めまし
た。 

地域の社会的課題の洗い出しと掘り下げ  

課題の洗い出しに当たっては、問題志向（過去志向）と解
決志向（未来志向）の二つの観点で関係機関へのヒアリング
を実施。ヒアリングでは、問題志向で真の問題を探り、解決志
向で現状できていることを整理しました。 

解決の方向性  

本町において全ての課題に対応していくことは、人的資源や費用対効果の観点から、難
しい状況にあります。緊急度、重要度、深刻度の指標を設定し、これに基づき優先順位付
けをし、解決の方向性（デジタル技術の活用等）を整理しました。 

② 次期ＤＸ推進計画策定  

次期ＤＸ推進計画の目指す地域像（ビジョン）、コンセプト、取組項目（解決
策）は、国の支援メニューを活用し、たたき台を作成した上で、総合計画の基本施策の
方向や町民意識調査の内容（自由意見含む）を反映しました。 

この内容は、「5．目指す地域像」のとおりとなります。 

出典：「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（デジタル庁） 



5 
 

5. 目指す地域像 

本町は、第１期における次期ＤＸ推進計画策定作業の中で、目指す地域像（ビジョン）を「「住
む・訪れる・働く」快適さをＤＸで実現」としました。コンセプトはビジョンを実現するための基本的な考え方
であり、取組項目はコンセプトに基づき地域全体等で取り組んでいく各施策になります。 

また、「マイナンバー制度・マイナンバーカードの活用」、「官民によるデータ活用の推進」、「ＡＩの活用」
「アナログ規制への対応」、「民間事業者のノウハウ活用」は、本計画を推進していくための共通施策にな
ります。 
 
 
 

  

 

 

  

  

(ア) 観光客にも事
業者にも町民にも
優しい通年観光の
まち

データ利活用によるさ
らなる観光業強化

季節を問わない観光
地化による新たな湯
沢町ファンの獲得

観光業振興による
MICE誘致

(イ) 全世代の快適
な暮らしと安心を
人とデジタルで
支えるまち

子育て世代に「ゆとり
時間」を提供

介護・高齢者世帯
（家族）に「安心」を
提供

専門人材の獲得によ
る「質の高いサービス」
を提供

(ウ) 働きやすく暮
らしやすい選ばれ
るまち

働き手に「働きやす
さ」を提供

町民に「暮らしやすさ」
を提供

若者や事業者に「ま
ちの魅力」を提供

(エ) 町役場が変わ
るまち

「待たない、行かない」
窓口を実現

高度化した業務の迅
速化と意思決定プロ
セスの質向上

電子自治体の最適
化

「マイナンバー（個人番号）制度・マイナンバーカードの活用」、「官民によるデータ活用の推進」 

「ＡＩの活用」、「アナログ規制への対応」、「民間事業者のノウハウ活用」 

地域社会ＤＸと自治体ＤＸを推進し、地域全体の価値を高めていきます 

「住む・訪れる・働く」快適さをＤＸで実現 

অ
४
⑄
থ 

॥
থ
७
উ
ॺ 

取
組
項
目 
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6. コンセプトと取組項目 

各コンセプトには、ＫＧＩを設定しました。同指
標は、総合計画の基本施策の方向と合致するもの
になります。 

この目標値を達成するため、別に定める湯沢町
ＤＸ推進アクションプラン（各取組項目）にＫＰ
Ｉ（Key Performance Indicator）「重要業績評価
指標」を設定し、本計画の進行を管理していきま
す。 

(ア)  観光客にも事業者にも町民にも優しい通年観光のまち 

本町には、観光地経営の視点をもって地域を活性化させる司令塔として DMO（デス
ティネーション・マネージメント・オーガニゼーション:観光地域づくり法人）が設立されており、
一般社団法人湯沢町観光まちづくり機構がその役割を担っています。 

本町の観光は、初心者から上級者まで幅広い層が楽しめる多様なスキー場があること
から、毎年スノーシーズンには、国内外から多くの観光客が訪れています。その一方で、東
京圏からのアクセスの良さもあって、年間を通して日帰り客が多く、短期宿泊型の観光地と
なっています。 

また、観光客の受け皿となる小規模な民宿や飲食店は、経営者の高齢化が進み、ス
ノーシーズンに偏った本町観光業の不安定要素も相まって、若者等への事業承継につな
がらず、廃業に至るケースが増えてきています。このことは、外国人労働者に頼らざるを得
ない状況を生み出し、地元の付加価値を提供するサービス（宿泊や食事等）など、観
光客へのおもてなし機会の喪失にもつながっています。 

こうしたことから、本町は、通年観光のまちを目指し、デジタル技
術・データの活用等による⾧期滞在型の観光地へのシフトやグリーン
シーズンの誘客につながるコンテンツの創出と魅力発信、受入体制
（多言語対応含む）の強化、外国人を含めた地域内労働力の確
保、宿泊・外食環境の改善等について、DMO と連携して取り組ん
でまいります。 

 
※ 毎年 10 月 16 日は、「ありがとう湯沢の日」です。ロゴには、「おもてなし心」

と「ありがとう」の気持ちが込められています。 

  

「ありがとう湯沢の日」のロゴ* 

観光客数の推移 

出典：「総合計画」（湯沢町） 

改善 計画

実行評価

DX 推進計画 

アクションプラン 
・取組項目実行 

アクションプラン 
・ＫＰＩ評価 

DX 推進計画 
・見直し 
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① 成果指標ＫＧＩの設定  

 

② 取組項目と活用が考えられるデジタル技術等  

※ 取組項目詳細とＫＰＩ進行管理は、「湯沢町ＤＸ推進アクションプラン」に定める 

※ 活用が考えられるデジタル技術等は、「11.民間事業者のノウハウ活用」参照 

 

  

• 夏40.0％
• 冬30.0％

来訪者満足度（夏）（冬）

• 1,398千人延べ宿泊者数（年）

• 60.0%観光客におもてなしの心で接している人の割合

「観光客にも事業者にも
町民にも優しい通年観光

のまち」を実現

データ利活用による
さらなる観光業強化

観光業振興による
MICE*誘致

季節を問わない
観光地化による

新たな湯沢町ファン
の獲得

ＡＩ・データ活用技術

スマートモビリティ技術

クラウド・ＤＸ基盤技術

活用が考えられるデジタル技術等 

活用が考えられるデジタル技術等 活用が考えられるデジタル技術等 

ＡＩ・データ活用技術

クラウド・ＤＸ基盤技術

キャッシュレス・フィン
テック技術

ＡＩ・データ活用技術

クラウド・ＤＸ基盤技術

観光・文化資源活用技術

「アクションプラン」２頁参照 

「アクションプラン」３頁参照 「アクションプラン」４頁参照 

※ MICE（マイス）：企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報
奨・研修旅行（インセンティブ旅行）（Incentive Travel）、国
際機関・団体、学会等が行う国際会議（Convention）、展示会・
見本市、イベント（Exhibition/Event）の頭文字のことであり、
多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称 
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(イ)  全世代の快適な暮らしと安心を人とデジタルで支えるまち 

本町は、東京圏からのアクセス環境に恵まれ、山間のまちには稀有な高層マンションが
林立しています。そこには多くの町外出身者が居住（約 1,740 人（町内出身者含む）
／2025.9 末現在のマンション住民）していますが、当該住民の高齢化率は 47.6％
（2025.9 末現在）と町全体の高齢化率（40.5%／2025.9 末現在）を押し上げ
ており、10 年後には、町全体の高齢化率は約 46％以上になることが見込まれています。
一方、総人口や生産年齢人口そのものは減少傾向にあるものの、県外転出入の状況は
転入超過となっており、またスノーシーズンには、国外から多くの観光客が訪れ、同時に多く
の外国人就労者が転入してきます。 

このように町には、文化の異なる様々な出身地の方が暮らし、多様な主体があることか
ら、互いに協力し、支え合うことができる地域づくりが求められています。特に福祉分野
（国）では、包括的な福祉等の支援体制の構築による「地域共生社会」の実現が提唱
されており、本町においても総合計画において、町の重要な施策の一つとして位置づけて
おります。 

しかしながら、その支え手となる世代（生産年齢人口）は、全国的に減少傾向にあり、
人材確保そのものが難しい状況になってきています。また、町民意識調査では、「仕事にお
いて重視すること」で回答の多かったものに「家庭生活と両立できる 33.7％」があり、日々
の仕事や暮らしに「ゆとり時間」が必要なことを推し量ることができます。 

こうしたことから、本町は、デジタル技術や
民間事業者のノウハウ活用等によって、支え
手となる世代への「ゆとり時間」や、受け手と
なる対象者への「安心・質の高いサービス」を
提供できるよう関係機関と連携し、取り組ん
でまいります。 

 
 
 
 

  外国人人口及び総人口に占める外国人割合の推移 

出典：「住民基本台帳を加工編集／総合計画」（湯沢町） 
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① 成果指標ＫＧＩの設定  

 

② 取組項目と活用が考えられるデジタル技術等  

※ 取組項目詳細とＫＰＩ進行管理は、「湯沢町ＤＸ推進アクションプラン」に定める 

※ 活用が考えられるデジタル技術等は、「11.民間事業者のノウハウ活用」参照 

 

 
  

• 82.0%安心して子育てができると感じる人の割合

• 50.0％医療施設・サービスについて満足している人の割合

• 90.0％住み慣れた家で生活を続けていけると思える高齢者
の割合

• 10.0％まちの産業を支える人材の確保について満足してい
る人の割合

「全世代の快適な暮らし
と安心を人とデジタルで
支えるまち」を実現

子育て世代に
「ゆとり時間」を提供

専門人材の獲得によ
る「質の高いサービ

ス」を提供

介護・高齢者世帯
（家族）に「安心」

を提供

クラウド・ＤＸ基盤技術

活用が考えられるデジタル技術等 

活用が考えられるデジタル技術等 

クラウド・ＤＸ基盤技術

活用が考えられるデジタル技術等 

ＩｏＴ・センサー技術

クラウド・ＤＸ基盤技術

ヘルスケア技術

「アクションプラン」５頁参照 

「アクションプラン」６頁参照 「アクションプラン」７頁参照 
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(ウ)  働きやすく暮らしやすい選ばれるまち 

本町の産業構造は、宿泊業・飲食サービス業の占める割合が高く、従業者数の割合
では 42.3%と最も高い状況になっていますが、近年では、この業種の従業者数は減少傾
向にあります。このことは、近年の訪日観光ブームによる外国人観光客の急増や、これに
伴う外国人経営者等による泊食分離の経営方針等によって、夕食漂流者等が町に溢れ
る要因になっています。加えて、外国人就労者も増え、町民とのトラブルも増加傾向にあり
ます。 

また、将来の担い手となる 16 歳から 18 歳の町民帰郷意向（湯沢町人口ビジョン）
では、50％以上が「暮らしたくない」とあり、その理由は、観光産業が冬期間に限定的であ
ることや、若い世代のニーズにあった仕事が少ないこと、そして冬期間における雪への対応
など、将来への不安が根底にあるものと考えられます。 

一方、暮らしの側面では、高齢者の生活に直結する公共交通は利用者の減少や運
転手不足等による便数減少によって、いわゆる交通弱者を生み出し、買い物弱者を増や
すといった負のスパイラルに陥っています。また、豪雪地帯であるが故に起こり得る雪害によ
る人的被害への予防対策や、近年ではクマによる被害も発生しており、野生動物との共
生環境づくりなど、多くの課題が山積しております。 

総合計画では、「外国人も含めた多様な人材が活躍できる魅力的な雇用・就労の場
の確保」、「地域産業の持続的な発展を図るために稼ぐ力を高める」、「野生動物の生息
地と人間活動の場とのゾーニング」、「除雪支援の充実」、「利便性と効率性の高い公共
交通を構築」、「被害を最小限に抑えるための防災・減災対策」などを重要な施策として
位置づけています。 

しかしながら、これら施策は、役場だけで対応できるものではありません。 

こうしたことから、本町は、町民や民間事業者のノウハウを活
用し、かつ、国や県等関係機関の各種施策と緊密に連携し、デ
ジタル技術を活用しながら、地域の価値を高め、町民や観光
客、事業者から選ばれる地域になるよう山積する課題の解決に
向け、取り組んでまいります。 

 

 

 
  

出典：「RESAS（産業構成分析）を加工編集／総合計画」（湯沢町） 

42.3

16.3
13.7

5.8 5.0 4.3 3.3 2.6 2.5 1.9 1.4 0.8 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

産業構成割合（従業者数）の比較 
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① 成果指標ＫＧＩの設定  

 

② 取組項目と活用が考えられるデジタル技術等  

※ 取組項目詳細とＫＰＩ進行管理は、「湯沢町ＤＸ推進アクションプラン」に定める 

※ 活用が考えられるデジタル技術等は、「11.民間事業者のノウハウ活用」参照 
 

 
  

• 60.0%湯沢町が住みよい町だと思う若者の割合

• 20.0％希望する職に就くことができる若者の割合

• 70.0％湯沢町に住み続けたいと思う若者の割合

• 40.0％働きやすい職場環境が整っていると思う女性の割合

「働きやすい暮らしや
すい選ばれるまち」を

実現

働き手に「働きやすさ」
を提供

若者や事業者に「ま
ちの魅力」を提供

町民に「暮らしやす
さ」を提供

活用が考えられるデジタル技術等 
 

クラウド・ＤＸ基盤技術

活用が考えられるデジタル技術等 

活用が考えられるデジタル技術等 

ＡＩ・データ活用技術

クラウド・ＤＸ基盤技術

ＡＩ・データ活用技術

クラウド・ＤＸ基盤技術

「アクションプラン」８頁参照 

「アクションプラン」９頁参照 「アクションプラン」１０頁参照 
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(エ)  町役場が変わるまち 

国は、デジタル社会の実現に向けた理念・原則として、「デジタル社会形成のための基
本１０原則」や「業務改革（BPR）の必要性」、「構造改革のためのデジタル原則」、
「クラウド第一原則（クラウド・バイ・デフォルト原則）」、「個人情報等の適正な取扱いの
確保及び効果的な活用の促進」の考えを示しています。 

基礎自治体にも、こうした国が定めた理念・原則に沿う形で、サービスデザイン思考*を
導入し、利用者（町民）中心の行政サービスに舵を切っていくことが求められています。 

一方で、本町の職員は、いくつもの業務を一人の職員が担う、いわゆる業務の多能工
化が進んでおり、国が目指すデジタル社会の実現に向けた道のりは、険しいものとなってい
ます。 

総合計画では、利便性の高い行政サービス及び行政事務の効率化を図るため、ＩＣ
ＴやＡＩ等を利活用した柔軟かつ情報セキュリティが確保された電子自治体の構築を推
進していくこととしています。 

しかしながら、電子自治体の推進に当たっては、デジタル技術の活用は必要不可欠と
なるところですが、小規模自治体においてはコスト高の要因になっていることにも留意しなけ
ればなりません。 

こうしたことから、本町は、利用者中心の行政サービスに注力すること
を前提にしながらも、職員の業務負荷軽減につながる真に費用対効
果のあるデジタル技術を活用し、新たな時代に対応する町役場への転
換を目指していくこととします。 

 
※ サービスデザイン思考：多様な利用者のニーズを効果的かつ効率的に達成できる

よう利用者中心（人間中心）を原則とする思考 

 
 
 
 

  

地方自治体における生成 AI 導入事例 

（実証実験含む）（2023 年 12 月 31 日現在） 
 

出典：「自治体における生成ＡＩ導入状況」（総務省） 
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① 成果指標ＫＧＩの設定  

 

② 取組項目と活用が考えられるデジタル技術等  

※ 取組項目詳細とＫＰＩ進行管理は、「湯沢町ＤＸ推進アクションプラン」に定める 

※ 活用が考えられるデジタル技術等は、「11.民間事業者のノウハウ活用」参照 
 

 

  

• 50.0％行政の情報が入手しやすいと思っている人の割合

• 30.0％行政手続きや窓口のデジタル化に満足している人の
割合

•R10設定情報化関連経費の削減割合

「町役場が変わるまち」
を実現

「待たない、行かない」
窓口を実現

電子自治体の
最適化

高度化した業務の迅
速化と意思決定プロ

セスの質向上

活用が考えられるデジタル技術等 
 

ＡＩ・データ活用技術

クラウド・ＤＸ基盤技術

活用が考えられるデジタル技術等 
 

ＡＩ・データ活用技術

クラウド・ＤＸ基盤技術

活用が考えられるデジタル技術等 
 

ＡＩ・データ活用技術

クラウド・ＤＸ基盤技術

「アクションプラン」１１頁参照 

「アクションプラン」１２頁参照 「アクションプラン」１３頁参照 
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7. マイナンバー（個人番号）制度・マイナンバーカードの活用 

(ア)  マイナンバー（個人番号）制度の活用 

マイナンバー制度は、デジタル
社会の基盤として、国民の利便
性向上と行政の効率化をあわ
せて進め、より公平・公正な社
会を実現するためのインフラで
す。行政機関間の情報連携
（国の情報提供ネットワークシ
ステムを活用）や、役場内の庁
内連携によって、各種の行政手
続における添付書類の省略など
が可能となります。 

本町では、マイナンバー独自
利用事務の条例化等によって、
添付書類を省略できる手続を増やしていきます。 

(イ)  マイナンバーカードの活用  

 マイナンバーカード（スマホ用電子証明書含む）は、マイナポータルへのアクセスや行政手続等におけ
る特定の個人を識別する際に使われています。近年、暮らしに必要な様々な手続や、健康・医療分
野等において、利用できる場面が増えてきています。 

 本町では、健康・医療分野を中心に、マイナンバーカード（マイナ保険証）の活用できる場面を増や
していきます。 

 あわせて、本町が抱える社会的課題の解決につながると思われる民間事業者のサービス（ノウハウ）
についても、当該事業者と連携し、その活用を研究してまいります。 

 

転入者 

出典：「制度の概要（独自利用事務）」
（個人情報保護委員会） 

出典：「令和７年度第 1 回資料予防接種事務デジタル化に係る自治体説明会」（厚生労働省） 
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8. 官民によるデータ活用の推進 

国は、「オープンデータ基本指針」（平成 29 年 5 月 30 日ＩＴ本部・官民データ活用推進戦略会
議決定 令和 6 年 7 月 5 日改正）に、国、地方公共団体、事業者が、公共データの公開及び活用に
取り組む上での基本指針を定めています。 

 基本指針に規定されている公共データの二次利用可能な形での公開とその活用を促進する意義・目
的は、次のとおりです。 

• 国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、経済活性化 

• 行政の高度化・効率 

• 透明性・信頼の向上 

 新潟県では、平成 26 年度に新潟県オープンデータ利用規約を制定し、取り組みを進めています。 

 本町は、こうした国や県の動きに合わせ、庁内の各所属が保有するデータを本町ホームページのオープ
ンデータサイトに公開してまいります。公開に当たっては、国（内閣官房）が示す「オープンデータをはじめ
よう～地方公共団体のための最初の手引書～」を参考にすることとします。 

なお、オープンデータサイトに公開するコンテンツには、特段の記載がない限り、国が定める「公共データ
利用規約（第１．０版）」を適用します。ただし、同規約における出典記載例や同規約の適用を受
けないコンテンツ等サイトによって内容が異なる部分の情報に関しては、湯沢町オープンデータサイトのコン
テンツ利用に係る「公共データ利用規約（第１．０版）に関する重要情報」に規定します。 
 
【主なオープンデータ】  

• 自治体標準データセット（公共施設一覧、文化財一覧、指定緊急避難場所一覧、地域・年
齢別人口、子育て施設一覧等） 

• 観光統計 
 
 

  

出典：「オープンデータ取組済自治体資料」（デジタル庁） 
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9. 人工知能関連技術（AI） の活用 

多くの基礎自治体、特に町村では、一人の職員が多様な業務を担う、いわゆる業務の多能工化が
進み、デジタル技術やデータの活用等の検討に時間を割くことができず、またこうしたことに精通した人材
を育成することも非常に困難な状況となっています。 

さらに近年では、複雑化・多様化する行政課題を抱える中で、少子化と相まって公務員志望者も減
少傾向にあり、こうした人材を新たに採用・確保することも非常に難しい状況になってきています。 

このように人的資源が限られている本町において、職員の能力を補完・補強するデジタル技術等の活
用は、必要不可欠な事案であり、様々な行政課題を迅速に解決していくための有効な方策と捉えてい
ます。 

中でも生成ＡＩは、自治体業務において、これまで経験したことのない業務の効率化、住民サービス
の質的向上につなげることができる新たなデジタル技術と位置づけられており、国も各種ガイドラインを示
すなど、昨今、積極的に活用され、様々な場面で業務改革等が進められ
ているところです。 

一方でその使い方によっては、情報漏洩や不適切な表現の生成、他者
の権利を侵害するなど、大きなリスクを伴う技術でもあります。 

本町では、準公共分野を含め、様々な行政課題を効率良く解決していく
ため、国が定めた「人間中心のＡＩ社会原則」の基本理念を尊重し、職
員のＡＩ基礎力（ＡＩを理解し、適切に使い、成果を出すための土台と
なる能力）やＡＩ倫理力（安全に使う力）を高め、ＡＩを有効に活用
していくこととします。 

 
 
 

 

 
 出典：「ＡＩガバナンスに関する議論の方向性について」（内閣府） 



17 
 

10. アナログ規制への対応 

国は、誰一人取り残されないデジタル化の恩恵を享受できる社会を実現することとしていますが、その
ためには「住民生活に密接に関連する行政サービスの多くを担う地方公共団体におけるアナログ規制の
見直しとデジタル技術の活用が重要である」としています。 

(ア)  本町の点検・見直し方針 

本町は、国が示す「地方公共団体におけるアナログ規制の点検・見直しマニュアル」に基づき、アナロ
グ規制に対応していきますが、全てのアナログ規制について、一律にデジタル化を検討するのではなく、 
各規制の趣旨・目的を損なわず、デジタルに適合できるものに対し、見直しを図っていくこととします。  

(イ)  ステップ 1～5 

 ステップ１ 

 庁内の意思統一機関:湯沢町ＤＸ推進本部会 

 ステップ２ 

点検・見直し方針:上記（ア）のとおり 

 ステップ３ 

規制の洗い出しと類型・PHASE の当てはめ:「ステップ２」策定後に整理 

 ステップ４ 

見直しの方向性等の検討:「ステップ３」整理後に検討 

 ステップ５ 

見直しの実施:「ステップ４」検討後に実施 
 

  

出典：「デジタル原則に照らした 規制の一括見直しの進捗と 取組の加速化について」（デジタル庁） 
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11. 民間事業者のノウハウ活用 

これまでデジタル技術は、昭和では「電話・ケーブルテレビ・オンラインシステム等基盤整備」、平成では
「インターネット・モバイル・電子商取引等情報流通」など、その時代の地域社会の課題解決や生活の質
向上に貢献してきました。その橋渡し役を担ってきたのは、民間事業者のノウハウです。 

今後、ＡＩ・ＩoＴ・クラウド・キャッシュレス・ヘルスケア・スマートモビリティなどの技術は、人口減少や
高齢化、交通、防災、観光など、あらゆる課題や分野で活用されていくものと思われます。 

本町は、こうした技術と民間事業者のノウハウを活用し、地域課題の解決に取り組んでまいります。 

AI・データ活用技術  

• 住民ニーズや人流データを分析し、EBPM（証拠に基づく政策立案）を支援 

• 防災・観光・交通政策でリアルタイムデータを活用し、効率的な施策を展開 

IOT・センサー技術  

• 高齢者見守り、農作物の鳥獣被害防止、インフラ老朽化の監視に活用 

• スマート農業では、遠隔操作や自動灌水システムで労働負担を軽減 

クラウド・ＤＸ基盤*技術  

• 情報システムを標準化し、業務効率化やコスト削減、セキュリティを強化 

• 中小規模事業者のＤＸ伴走支援による地域経済の持続性を確保 
※ DX 基盤：クラウド、データ、セキュリティ、ネットワーク、電子署名、AI 等 

キャッシュレス・フィンテック*技術  

• キャッシュレス決済を活用し、観光地や商店街の利便性を向上 

• 観光消費額データをマーケティングに活用し、地域産業を活性化 
※ フィンテック：Finance・金融と Technology・技術を組み合わせた金融サービス 

ヘルスケア技術  

• ウェアラブル端末*で住民の健康データを収集し、予防医療を強化 
※ ウェアラブル端末：身体に直接装着して使用する小型のコンピューター端末 

スマートモビリティ技術（最新技術を活用した交通システム等）  

• 公共交通の効率化や高齢者・旅行者の移動支援 

• MaaS*アプリで予約・決済を一元化し、地域住民・旅行者・交通弱者等を支援 
※ MaaS（Mobility as a Service）：デジタル技術を活用して複数の交通手段を最適に組み合

わせ、検索・予約・決済を一体的に行うサービス 

観光・文化資源活用技術  

• AR/VR*による観光体験、デジタルスタンプラリーで交流人口を拡大 

• デジタルアーカイブで地域文化を継承し、教育資源として活用 
※ AR（Augmented Reality）：拡張現実／VR（Virtual Reality）：仮想現実 


